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明けましておめでとうございます。令和３年の年頭に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

まず、新型コロナウイルス感染症でこれまでにお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り

申し上げるとともに、健康面や生活面などで影響を受けておられる方々に、心からお見舞い申

し上げます。また、産業界の皆様からは、医療・生活物資の増産など、様々な形で御協力をい

ただき、改めて感謝申し上げます。 

この感染症の拡大という未曾有の危機を乗り越えるため、私たちは生活様式のみならず、産

業構造や社会システムを転換させていかなければなりません。ウィズコロナ・ポストコロナの

時代に向け、我が国製造業においては、特に、①「グリーン社会」への転換、②「デジタル

化」、③サプライチェーンの再構築をはじめとする「レジリエンス」の強化について重点的に取

り組んでいく必要があります。 

 

昨年、我が国は「2050カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言致しま

した。これを実現するためには、エネルギー分野だけでなく、鉄鋼、化学などの産業分野も、革

新的なイノベーションを推進し、製造プロセス等を大きく転換させていくことがカギとなります。

これを支援するため、昨年は、第 3次補正予算案において、重点分野における技術開発・社会実

装に向けた取組を 10年間に渡り支援する 2兆円基金の創設を決定しました。 

環境対応は、もはや経済成長の制約ではなく、新たなビジネスチャンスにつながる成長戦略そ

のものです。昨年末にお示ししたグリーン成長戦略と、分野ごとの「実行計画」に基づき、産業

界の皆様とともに、経済と環境の好循環を実現してまいります。 

 

また、デジタル社会の急激な進展への対応も不可欠です。非接触や非対面といった「新たな日

常」の実現や、ポストコロナ時代における我が国製造業の国際競争力強化に向けて、この潮流に

乗り遅れぬようアクションを起こしていく必要があります。 

例えば、自動車産業においては「CASE」と呼ばれる大変革を迎えており、対応を加速していか

なければなりません。様々なプレイヤーが、インターネットを通じた情報と車の接続、自動走行、
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シェアリングサービス、電動化などを進めるグローバル競争の中で、我が国の自動車産業が競争

力を確保することが重要です。また、MaaSの推進により、少子高齢化といった課題にも対応し、

地域・高齢者を含めた移動の自由を確保するためのモビリティサービスの実現にも取り組む必要

があります。このため、引き続き、関係省庁とも協力しながら、全国各地の自治体で実証実験を

行うなど、地域の交通の課題を MaaSで解決する取組を進めてまいります。 

さらに、個々の製造現場においても、デジタル化の重要性はますます高まっています。新型コ

ロナウイルス感染症だけでなく、世界各地での地政学的リスクや自然災害等、サプライチェーン

寸断を引き起こす不確実性が高まる中、こうした不測の事態に柔軟・迅速に対応するダイナミッ

ク・ケイパビリティ（企業変革力）の強化が喫緊の課題です。近い将来、製造業においても 5Ｇ

等の無線通信技術の本格活用が見込まれる中、生産ラインの柔軟性を高めることで、仮に不測の

事態が生じた際にも製品の増産や代替生産等を可能とすべく、研究開発をはじめとした取組を進

めてまいります。 

 

今回のコロナ禍では、生産拠点の集中度が高い製品や、国民が健康な生活を行う上で重要な製

品などのサプライチェーンの脆弱性が顕在化しました。これを踏まえ、サプライチェーン強靭化

のため、令和 2年度 1次補正及び予備費において国内投資促進事業費補助金を約 3,000億円措置

し、既に約 200件の取組の支援を決定しております。これに加えて、第 3次補正予算案では、約

2,000億円の追加措置を閣議決定致しました。これにより、サプライチェーンの一層の強靭化を

進めてまいります。 

さらに、米中対立を背景とした、米国による輸出管理強化の動きや、昨年 12 月 1 日に施行さ

れた中国の輸出管理法も注視しなければなりません。自社のサプライチェーン上のリスクを把握

するなど、海外市場におけるビジネスが阻害されることのないよう万全の備えをお願いいたしま

す。仮にサプライチェーンが不当に分断されるようなことがあれば、経済産業省が前面に立って

産業界の皆様をサポートしてまいります。 

 

サプライチェーン全体での取引適正化や、取引条件の改善も重要な課題です。2016 年 9 月に

発表した「未来志向型の取引慣行に向けて」に従い、昨年は、型管理問題や働き方改革に伴うし

わ寄せ防止などの取組を精力的に進めてまいりました。具体的には、2月に「素形材産業取引適

正化委員会」を設置し、「素形材産業取引ガイドライン」の改正案や普及のための対応策などに

ついて議論を行いました。また、5月には「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」におい

て、取引先との新たな連携や望ましい取引習慣を遵守することを宣言する「パートナーシップ構

築宣言」の仕組みを導入し、大企業と中小企業の共存共栄の関係を構築することで合意しました。

産業界の皆様には、引き続き「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表していただけるよう、

改めて御協力のほどお願い申し上げます。 

 

また、昨年、我が国は 8年間の交渉を終え、ＲＣＥＰに署名しました。これにより、世界全体

のＧＤＰ及び貿易総額の約 3割を占める巨大な自由貿易圏が成立することとなります。また、日

英ＥＰＡにも署名し、英国のＥＵ離脱後、日ＥＵ・ＥＰＡに代わるものとして、日英間のビジネ

スの継続性が確保されました。これからも自由貿易の旗手として、自由で公正なルールに基づく

国際経済体制を主導する役割を果たしてまいります。 
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、我が国経済は戦後最大の落ち込みを記録し、「新たな

日常」への模索が続くなど、我々は多くの課題に直面しています。こうした中、今年は延長され

た東京オリンピック・パラリンピックが予定されています。人類が新型コロナウイルスに打ち勝

った証しとして、また東日本大震災から復興しつつある姿を世界に発信する場としてこれが開催

できるよう、私自身も皆様とともに全力を尽くしてまいります。 

最後に、産業界の皆様の益々の御発展と、本年が素晴らしい年となることを祈念して、年頭の

御挨拶とさせていただきます。 

 

 


